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港区立小中一貫教育校白金の丘学園 

「いじめ防止基本方針」 

 

１．目的 

 この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるもの

とする。 

 

２．取組の基本姿勢 

 いじめは、どの学級・学年でも起こりうるとの認識をもち、未然防止、早期発見、早期解決に向け、

学校の総力をあげて取り組むこととする。解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関

と連携を図る。なお、いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の規定によるもとのする。 

 

３．取組の内容 

（１）年度初めに、いじめ防止年間計画を作成する。 

（２）道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実させ、子供の豊かな心を育てる。 

（３）いじめ防止月間を定め、児童・生徒への啓発とともに生徒向けに「ふれあいアンケート（自尊感 

情の育成）」を通して、全児童・生徒との面談を実施し、いじめの早期発見に努める。 

（４）外部委員をメンバーに含めた「いじめ対策検討委員会」を開催する。 

（５）悩んでいる児童・生徒が相談しやすい体制を整備する。 

   生活指導部会（担当教員、養護教諭）と特別支援委員会（担任、養護教諭、スクールカウンセラ 

ー）を毎週実施し、児童・生徒の情報交換や指導内容の共有化を図る。 

（６）「ハイパーＱＵ（区教育委員会主催）」を年に２回実施し、児童・生徒間の状況把握やコミュニケ 

ーション能力の把握に努める 

（７）いじめが発生した場合は、校内サポート会議を招集し対応を検討する。 

（８）教員向け「いじめ対応マニュアル」を作成する。 

（９）いじめと思われる事案が発生した場合は、関係保護者、教育委員会、関係諸機関と連絡を密にし 

   て解決に取り組む。 

（10）児童・生徒が精神的に追いつめられ、登校できなくなるなどの重大事態が発生した場合は、いじ 

め対策検討委員会を招集するとともに港区教育委員会に報告する。 

 

４．その他 

（１）「いじめ防止基本方針」は、平成２７年４月１日より施行する。 



港区立小中一貫教育校白金の丘学園 

 

平成２７年度 いじめ防止対策年間計画 

 

月 生徒・保護者への働きかけ 会議等 

４ ・保護者会 職員会議（生活指導） 

５  学校評議員会 

６ 

☆いじめ防止月間 

・校長講話（いじめ防止） 

・学級指導 

・ふれあい標語募集 

・ふれあいアンケートの実施 

 

７ 
・保護者会、三者面談 

・二者面談（生徒と学年教員） 

いじめ防止研修会 

８  いじめ対応マニュアルの作成 

９  職員会議（生活指導） 

１０   

１１ 

☆いじめ防止月間 

・校長講話（いじめ防止） 

・ふれあいアンケートの実施 

・二者面談（生徒と学年教員） 

学校評議員会 

１２ ・三者面談  

１ 
 職員会議（生活指導） 

 

２ 

☆いじめ防止月間 

・校長講話（いじめ防止） 

・ふれあいアンケートの実施 

・二者面談（生徒と学年教員） 

 

３ ・保護者会 学校評議員会 

※ ①スクールカウンセラーによる、年１回の全員面接を実施。 

②生活指導部会を毎週開き、情報交換を密にし、児童・生徒の状況を把握する。 

  ③教育相談部会（副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー）を月に 

   ２回開き、情報の共有に努める。 

 



平成２７年４月１日 

港区立小中一貫教育校白金の丘学園 

白金の丘小学校 

白金の丘中学校 

校長 伊藤 俊典 

 

港区立小中一貫教育校白金の丘学園 
「いじめ防止対策委員会」設置要項 

 

第１条 目的 

     外部の関係者とともに校内外のいじめ等について情報交換を行い、学校及び保護者・地域に 

    おけるいじめ等の防止について協議を行い、具体的な対策を行うために「いじめ防止対策委員 

    会」を設置する。 

 

第２条 委員会の構成 

     本委員会の委員長は校長とし、副委員長は副校長とする。また、委員は、別表１に揚げる者 

    をもって充てる。 

 

第３条 委員会の招集 

     委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。 

 

第４条 委員の任期 

     委員の任期は、１年とする。 

 

第５条 委員会の庶務 

     委員会の庶務は、生活指導部において処理する。 

 

第６条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。 

 

附 則 この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   別表１ 

１ 委 員 長  校長 

２ 副委員長 副校長 

３ 委  員 高輪警察署生活安全課少年係 

４ 委  員 子ども家庭支援センター職員 

５ 委  員 主任児童委員 

６ 委  員 青少年対策朝日地区委員会会長 

７ 委  員 学校担当弁護士 

８ 委  員 ＰＴＡ会長 

９ 委  員 生活指導主任 

１０ 委  員 生活指導部教諭 

１１ 委  員 養護教諭 

１２ 委  員 スクールカウンセラー 

 


